
東北地方太平洋沖地震に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則の改正（案）の概要 

 

１． 趣旨 

 神戸市では、東北地方太平洋沖地震による被災者等に対して、介護保険料の減免又は免除を

行っています。 

 原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置 については、「「第２期復興・創生

期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針（令和３年３月９日閣議決定） 」において、 

「被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつ

つ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行う」 とされておりましたが、避難指示解除から 

10 年程度で特例措置を終了する方針が国により示されております。 

このたび、平成 26（2014）年から平成 29（2017）年までに東京電力福島第一原子力発電所事故

に伴う避難指示区域等（※）の指定が解除された旧避難指示区域等について、順次、国による財

政支援措置が終了することにともない、本市においても介護保険料の減免・免除措置を順次終了

します。 

そのため、東北地方太平洋沖地震に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則（平成 26 年８

月規則第 19 号）の一部改正を行うこととします。また、その他の文言についても見直します。 

（※）「避難指示区域等」とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点（ホットスポ

ット）の４つの区域等をいう（いずれも、解除・再編された場合を含む）。 

 

 

２． 改正の概要 

 震災当時に住所を有していた地域 介護保険料の減免・免除期限 

① 

【平成 26（2014）年までに解除された地域】 

・広野町、楢葉町の一部、 

 南相馬市の一部（旧緊急時避難準備区域） 

・川内村の一部、田村市 

 （旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備

区域） 

・特定避難勧奨地点 

令和 5（2023）年度末まで 

② 

【平成 27（2015）年までに解除された地域】 

・楢葉町の残りの全域 

 （旧避難指示解除準備区域） 

令和 6（2024）年度末まで 

③ 

【平成 28（2016）年までに解除された地域】 

・葛尾村の一部、南相馬市の一部 

 （旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域） 

・川内村の残り全域（旧居住制限区域） 

令和 7（2025）年度末まで 



④ 

【平成 29（2017）年までに解除された地域】 

・飯舘村の一部、浪江町の一部、 

 川俣町、富岡町の一部 

 （旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域） 

令和 8（2026）年度末まで 

 

３．施行予定日 

①令和６（2024）年４月１日 

②令和７（2025）年４月１日 

③令和８（2026）年４月１日 

④令和９（2027）年４月１日 

 

 


